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※２上部構造評価 判　　定

0.7未満 倒壊、または損壊などの危険があります

0.7以上1.0未満 やや危険があります　　　　　　　

1.0以上1.5未満 一応安全です

1.5以上 安全です

　

市
で
は
、
平
成
22
年
9
月
に
、
今

後
予
想
さ
れ
る
地
震
災
害
に
対
し

て
、
市
内
の
既
存
建
築
物
の
耐
震
性

能
を
調
査
し
、
市
民
の
生
命
、
財
産

を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
つ
く

ば
み
ら
い
市
耐
震
改
修
促
進
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

　

そ
の
実
現
に
向
け
、
耐
震
性
が
低

い
と
判
定
さ
れ
た
住
宅
に
耐
震
補
強

工
事
を
行
う
場
合
、
そ
の
工
事
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

補
助
の
対
象
は
耐
震
診
断
（
精
密

診
断
法
※
1
）
の
結
果
、
住
宅
の
耐

震
補
強
が
必
要
と
さ
れ
た
住
宅
が
対

象
と
な
り
ま
す
の
で
、
応
募
要
件
を

ご
確
認
の
上
、
必
要
書
類
を
添
え
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
１  

精
密
診
断
法
と
は
、
建
築
士

法
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
な
ど
に

依
頼
し
て
実
施
す
る
精
密
診
断
で
、

無
料
派
遣
制
度
で
実
施
す
る
一
般
診

断
法
で
の
診
断
と
は
異
な
り
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
原
則
と
し
て
個
人
で

実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な

お
、
こ
の
調
査
に
は
約
30
万
円
程
度

の
費
用
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

○
申
請
者
は
対
象
住
宅
の
所
有
者　

　
（
共
同
名
義
の
場
合
は
そ
の
代
表
者
）

○
申
請
手
続
き
を
す
る
前
に
、
設
計

　

や
工
事
の
契
約
を
進
め
て
し
ま
っ

　

た
場
合
は
、
補
助
の
対
象
と
な
り

　

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

耐
震
改
修
工
事
は
、
市
内
に
事
務

　

所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
事
業

　

者
と
契
約
を
締
結
し
て
行
う
こ
と

　

が
条
件
と
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
こ
の
補
助
を
利
用
す
る

　

に
は
、
建
築
士
法
第
2
条
第
2
項

　

に
規
定
す
る
1
級
建
築
士
お
よ
び

　

同
条
第
3
項
に
規
定
す
る
2
級
建

　

築
士
が
、
財
団
法
人
日
本
建
築
防

　

災
協
会
が
定
め
る「
精
密
診
断
法
」

　

に
よ
り
診
断
し
た
後
、
そ
の
耐
震

　

性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
作
成
し

　

た
補
強
計
画
（
設
計
）
に
基
づ
い

　

て
工
事
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
補
助
金
交
付
申
請
書
に
、
次
の

書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
添
付
書
類
…
各
１
部
）

ア
、
建
物
の
所
有
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
（
固
定
資
産
課
税
納
入
通
知
書

ま
た
は
登
記
簿
） 

イ
、
建
築
確
認
証
の
写
し
、
そ
の
他

建
築
物
の
建
築
年
月
日
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

ウ
、
見
積
書
の
写
し
（
契
約
前
に
建

築
士
が
設
計
し
た
も
の
で
、
耐
震
改

修
設
計
お
よ
び
工
事
に
必
要
な
費
用

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
） 

　

そ
の
ほ
か
、
応
募
要
件
に
つ
い
て

確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
別
途
書
類

を
ご
用
意
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け

た
後
、
内
容
に
変
更
や
中
止
な
ど
が

生
じ
た
と
き
は
、
変
更
な
ど
の
承
認

申
請
が
必
要
で
す
。

※
「
補
助
金
交
付
申
請
書
」
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。　
　

木造住宅耐震補強工事の
補助制度をご利用ください
（東日本大震災で損壊した住宅の補修費用を補助するものではありません）

①
市
内
に
存
す
る
木
造
住
宅
で
、
昭

　

和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築
確

　

認
を
受
け
建
築
さ
れ
た
住
宅
。

　

た
だ
し
、
昭
和
56
年
６
月
１
日
以

　

降
に
増
築
を
行
っ
た
住
宅
の
場
合
、

　

補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
が

　

あ
り
ま
す
。

【
応
募
要
件（
対
象
と
な
る
住
宅
）】

②
耐
震
診
断（
精
密
診
断
法
）の
結
果
、

　

上
部
構
造
評
点
※
２  

が
1
・
０
未

　

満
の
も
の
で
、
耐
震
改
修
設
計
お

　

よ
び
補
強
工
事
を
実
施
す
る
こ
と

　

で
、
評
点
が
0
・３
以
上
向
上
し
、

　

そ
の
評
点
が
1
・
０
以
上
に
な
る

　

住
宅
で
あ
る
こ
と

※
２　

上
部
構
造
評
点
と
は
、
建
物

の
地
震
に
対
す
る
強
さ
を
表
す
数
値

の
こ
と
で
す
。

③
2
階
建
て
以
下
の
住
宅
で
、
延
べ

　

床
面
積
が
30
平
方
㍍
以
上
。
店
舗

　

な
ど
の
併
用
住
宅
は
、
建
物
全
体

　

の
2
分
の
1
以
上
が
住
宅
と
し
て

　

使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
住
宅
の

　

部
分
の
み
が
対
象
）

④
所
有
者
は
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

　

市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

　
　

た
だ
し
、
建
物
が
鉄
骨
・
鉄
筋

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
な
ど
の
場
合
や

　

特
殊
な
構
造
の
場
合
な
ど
、
対
象

　

と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

【
補
助
金
と
補
助
率
】

▼
設
計
に
要
す
る
費
用

　

設
計
費
用
の
3
分
の
1
（
10
万
円

　

が
限
度
）

▼
改
修
工
事
に
要
す
る
費
用

　

工
事
金
額
の
3
分
の
1
（
30
万
円

　

が
限
度
）

【
申
請
に
つ
い
て
】

　

６
月
６
日
㈪
〜
9
月
30
日
㈮

　
（
予
定
の
棟
数
に
達
し
た
時
点
で

　

終
了
と
な
り
ま
す
）

【
申
込
期
間
】

【
申
込
先
】

　

市
役
所
谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課

　

建
築
指
導
係

　

  

谷
和
原
庁
舎
都
市
計
画
課　
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